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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、ディスプレイの表示品位低下
を防止できるタッチスイッチを提供することにある。
【解決手段】タッチスイッチ１０は、絶縁性の透明基板
１２、透明基板１２の一面に形成されたタッチ電極部１
４、および透明基板１２の一面に形成された引き出し配
線部１６を備える。タッチ電極部１４同士、引き出し配
線部１６同士、タッチ電極部１４とそのタッチ電極部１
４から延びていない引き出し配線部１６の間にはタッチ
電極部１４などと導通する部材を設けず、絶縁部２０と
する。絶縁部２０は蛇行されたものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、
前記基板の一面に金属線で網目状にして形成され、基板上で縦横に配列された複数のタッ
チ電極部と、
前記基板の一面に金属線で網目状にして形成され、それぞれのタッチ電極部から基板の端
部に引き出された引き出し配線部と、
前記タッチ電極部同士の間、引き出し配線部同士の間、およびタッチ電極部と引き出し配
線部との間に蛇行するように形成された絶縁部と、
を備えたタッチスイッチ。
【請求項２】
前記タッチ電極部の金属線が、第１方向を向いた第１金属線と第２方向を向いた第２金属
線を備え、
前記引き出し配線部の金属線が、第１方向を向いた第１金属線と第２方向を向いた第２金
属線を備えた
請求項１のタッチスイッチ。
【請求項３】
前記絶縁部が、第１方向を向いた帯状の第１絶縁部と第２方向を向いた帯状の第２絶縁部
をつなぎ合わせて構成された請求項２のタッチスイッチ。
【請求項４】
前記絶縁部の幅よりもタッチ電極部および引き出し配線部の金属線同士の間が広い請求項
１から３のいずれかのタッチスイッチ。
【請求項５】
前記タッチ電極部と引き出し配線部から絶縁された第３金属線を絶縁部に設けた請求項１
から４のいずれかのタッチスイッチ。
【請求項６】
前記第３金属線を網目状に形成した請求項５のタッチスイッチ。
【請求項７】
前記タッチ電極部と引き出し配線部の縁部に配置された第１金属線の幅、第２金属線の幅
、第３金属線の幅の少なくとも１つが変化する請求項５または６のタッチスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指やペンなどでタッチされた位置を検出するタッチスイッチに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来より種々のタッチスイッチが開発・開示されている。タッチスイッチはディスプレ
イの前面に配置されるため、透明にされる。そのため、タッチスイッチに使用される電極
はＩＴＯなどの透明電極が使用される。
【０００３】
　しかし、金属に比べてＩＴＯの抵抗率は高い。タッチスイッチのサイズが大型化すると
、抵抗値の増加に伴い静電容量検出の感度が低下し、タッチスイッチとして動作させるの
が困難になる。また、ＩＴＯに含まれるインジウムは希少金属であるため、ＩＴＯの使用
を避けることが好ましい。
【０００４】
　そこで、金属線で電極を形成したタッチスイッチが下記特許文献１～３に開示されてい
る。金属線が極細線であるため、タッチスイッチの光透過率を落としにくい。金属線はＩ
ＴＯよりも抵抗が低く、タッチスイッチの大型化が可能である。
【０００５】



(3) JP 2010-286886 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

　透明基板の上に複数のタッチ電極部を縦横に並べたタッチスイッチがある（特許文献４
など）。タッチ電極部から引き出し配線部が透明基板の端部に延びている。特許文献４の
図７に示されるタッチスイッチはＩＴＯが使用されているが、特許文献１～３の金属線を
適用することが可能である。この場合、図１２、図１３のように、透明基板５２の上にタ
ッチ電極部５４と引き出し配線部５６が形成されたタッチスイッチ５０となる。タッチ電
極部５４と引き出し配線部５６は金属線５８を網目状にしたものである。タッチ電極部５
４同士の間、引き出し配線部５６同士の間、タッチ電極部５４と引き出し配線部５６との
間は、金属線５８を形成せず、絶縁部６０となる。
【０００６】
　しかし、絶縁部６０には金属線５８がないため、タッチ電極部５４や引き出し配線部５
６との光透過率の差が大きくなる。また、絶縁部６０の面積も、タッチスイッチ５０の端
部にいくにしたがって、図１３（ａ）から図１３（ｂ）のように増加し、金属線５８の密
度が低くなる。このため、ディスプレイの前面にタッチスイッチ５０を配置し、特にディ
スプレイで均一な色彩の表示がおこなわれると、タッチ電極部５４や引き出し配線部５６
が視認され、ディスプレイの表示品位が低下する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－３４４１６３号公報
【特許文献２】特開２００４－１９２０９３号公報
【特許文献３】特開２００３－２５６１３６号公報
【特許文献４】国際公開番号ＷＯ２００５／１１４３６９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、ディスプレイの表示品位低下を防止できるタッチスイッチを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のタッチスイッチは、基板と、前記基板の一面に金属線で網目状にして形成され
た複数のタッチ電極部と、前記基板の一面に金属線で網目状にして形成され、それぞれの
タッチ電極部から基板の端部に引き出された引き出し配線部と、前記タッチ電極部同士の
間、引き出し配線部同士の間、およびタッチ電極部と引き出し配線部との間に蛇行をする
ように形成された絶縁部とを備える。
【００１０】
　基板の上に金属線を網目状にして形成されたタッチ電極部と引き出し配線部とを有する
。タッチ電極部同士などを絶縁するための絶縁部は蛇行している。
【００１１】
　前記タッチ電極部の金属線が、第１方向を向いた第１金属線と第２方向を向いた第２金
属線を備え、前記引き出し配線部の金属線が、第１方向を向いた第１金属線と第２方向を
向いた第２金属線を備える。第１金属線と第２金属線によって網目状にする。
【００１２】
　前記絶縁部は、第１方向を向いた帯状の第１絶縁部と第２方向を向いた帯状の第２絶縁
部をつなぎ合わせて構成される。絶縁部が蛇行する方向は第１方向と第２方向である。
【００１３】
　前記絶縁部の幅よりもタッチ電極部および引き出し配線部の金属線同士の間が広い。タ
ッチ電極部などの金属線同士の幅を広げ、光が透過しやすい絶縁部の開口率と同じように
する。
【００１４】
　前記タッチ電極部と引き出し配線部から絶縁された第３金属線を絶縁部に設ける。絶縁
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部に金属線を設けて、絶縁部の開口率をタッチ電極部などの開口率と同じになるようにす
る。また、絶縁部の幅によっては、第３金属線で網目形状にする。
【００１５】
　前記タッチ電極部と引き出し配線部の縁部に配置された第１金属線の幅、第２金属線の
幅、第３金属線の幅の少なくとも１つが変化する。金属線の幅を調節して、絶縁部の開口
率をタッチ電極部などの開口率と同じになるようにする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、上記構成によりタッチスイッチ全域で光の透過率を均一化することができる
。ディスプレイの前面にタッチスイッチを配置しても、表示品位を下げにくい。従来と比
べて、特にディスプレイで均一な色彩を表示したときに、タッチスイッチのタッチ電極部
や引き出し配線部が視認されにくい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明のタッチスイッチのタッチ電極部および引き出し配線部の一例を示す図で
ある。
【図２】金属線によってタッチ電極部と引き出し配線部とを構成した図である。
【図３】図１のｘ方向に延びる絶縁部を示す図であり、（ａ）は蛇行する割合の多い絶縁
部であり、（ｂ）は蛇行する割合が少ない絶縁部であり、（ｃ）は第１絶縁部と第２絶縁
部の幅が異なる図である。
【図４】図１のｙ方向に延びる絶縁部を示す図であり、（ａ）は蛇行する割合の多い絶縁
部であり、（ｂ）は蛇行する割合が少ない絶縁部であり、（ｃ）は第１絶縁部と第２絶縁
部の幅が異なる図である。
【図５】図１のｙ方向に延びる絶縁部であり、絶縁部ごとに幅が異なる図である。
【図６】数式１～３を使用して開口率を求める図であり、（ａ）は第１絶縁部を示し、（
ｂ）は第２絶縁部を示す図である。
【図７】金属線のピッチを示す図である。
【図８】従来のタッチスイッチの開口率を求める図である。
【図９】絶縁部に金属線を設けた図であり、（ａ）は幅広の絶縁部に金属線が設けられ、
（ｂ）は連続した金属線を示す図である。
【図１０】絶縁部に金属線を設けた図であり、（ａ）は第１および第２絶縁部にそれぞれ
金属線が設けられ、（ｂ）は複数の金属線が直列に並んだ場合を示す図である。
【図１１】数式５を使用して開口率を求める図であり、（ａ）は第１絶縁部を示し、（ｂ
）は第２絶縁部を示す図である。
【図１２】従来のタッチスイッチのタッチ電極部および引き出し配線部の一例を示す図で
ある。
【図１３】従来のタッチ電極部と引き出し配線部の平面図であり、（ａ）はタッチ電極部
と引き出し配線部の接続を示し、（ｂ）は引き出し配線部が並べられた箇所を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明のタッチスイッチについて図面を使用して説明する。図面は模式的に示しており
、実物とは異なる場合がある。説明するタッチスイッチは静電容量式のタッチスイッチで
ある。
【００１９】
　図１のタッチスイッチ１０は、絶縁性の透明基板１２、透明基板１２の一面に形成され
たタッチ電極部１４、および透明基板１２の一面に形成された引き出し配線部１６を備え
る。
【００２０】
　透明基板１２は誘電体基板である。透明基板１２の材料は、ガラス、ポリエステル、ポ
リエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレ
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ンナフタレートなどの透明材料が挙げられる。ガラスであれば厚みは約０．１～５ｍｍで
あり、プラスチックであれば厚みは約１０～４０００μｍである。また、これらの材料を
多層に積層してもよい。説明中、透明基板１２の横方向をｘ方向、縦方向をｙ方向とする
。
【００２１】
　透明基板１２の一面にタッチ電極部１４と引き出し配線部１６が形成され、他面がディ
スプレイと接する。透明基板１２の一面側には、タッチ電極部１４と引き出し配線部１６
を覆うように、透明接着剤を使用して透明のカバーフィルムが取り付けられる。カバーフ
ィルム以外に透明の樹脂またはガラスを積層して保護膜としても良い。ディスプレイに透
明基板１２を取り付けるとき、他面とディスプレイとの間に透明接着剤を使用しても良い
。
【００２２】
　接着剤としては、アクリル系の接着剤、アクリルウレタン系の接着剤、ポリエステルア
クリレート系の接着剤、エポキシアクリレート系の接着剤などの透明接着剤を挙げること
ができる。またタッチ電極部１４を、ディスプレイに接する面に設けることも可能である
。
【００２３】
　タッチ電極部１４は、図２に示すように、第１方向αを向いた第１金属線１８ａと第２
方向βを向いた第２金属線１８ｂとを網目状にしたものである。網目状の具体例としては
、金属線１８ａ，１８ｂを交差させた形状が挙げられる。金属線１８ａ，１８ｂは極細線
である。金属線１８ａ，１８ｂ同士は等間隔に並べられる。タッチ電極部１４は、透明基
板１２の一面に縦横に並べられる。指などが近接またはタッチされた位置にあるタッチ電
極部１４の静電容量が変化し、その変化を検出することによって、タッチスイッチとして
動作する。静電容量を検出できるのであれば、タッチ電極部１４は方形に限定されない。
【００２４】
　引き出し配線部１６は、タッチ電極部１４と同様に第１方向αを向いた第１金属線１８
ａと第２方向βを向いた第２金属線１８ｂとを網目状にしたものである。金属線１８ａ，
１８ｂは極細線である。金属線１８ａ，１８ｂ同士は等間隔に並べられる。引き出し配線
部１６は、タッチ電極部１４から透明基板１２の端部に延びるようにして形成される。透
明基板１２の端部でタッチ電極部１４の静電容量の変化を検出する検出回路に接続される
。
【００２５】
　なお、図１においては、引き出し配線部１６は透明基板１２の端部から延びているが、
特許文献４の図７のように、対向する両端部から延びる場合もある。したがって、説明中
、透明基板１２の端部から中央部に向かうことは、検出回路に接続される部分から離れる
ことである。
【００２６】
　タッチ電極部１４および引き出し配線部１６は、全ての金属線１８ａ，１８ｂが網目状
になってつながっている。タッチ電極部１４および引き出し配線部１６はその領域全体と
して導電性を有する。
【００２７】
　ディスプレイには縦横にブラックマトリクスが形成されている。金属線１８ａ，１８ｂ
の方向は、ブラックマトリクスの方向に対して斜方向になるようにする。ブラックマトリ
クスと金属線１８ａ，１８ｂが同方向に並ぶとモアレが発現するため、それを避けるため
である。金属線１８ａ，１８ｂの方向は、例えばブラックマトリクスに対して、約６５°
の角度を有するようにする。
【００２８】
　金属線１８ａ，１８ｂの形成方法は、（ｉ）極微細な導電性粒子を含む導電性ペースト
を透明基板１２の上にスクリーン印刷する方法（特開２００７－１４２３３４等参照）、
（ｉｉ）銅などの金属箔を透明基板１２の上に積層し、金属箔の上にレジストパターンを
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。
【００２９】
　また、金属線１８ａ，１８ｂの形成方法は、上記（ｉ）、（ｉｉ）の形成方法に限定さ
れることはない。上記（ｉ）以外のグラビア印刷などの印刷法や上記（ｉｉ）以外のフォ
トリソグラフィを使用してもよい。
【００３０】
　タッチ電極部１４同士および引き出し配線部１６同士は絶縁する必要がある。また、タ
ッチ電極部１４とそのタッチ電極部１４から延びていない引き出し配線部１６も絶縁する
必要がある。したがって、それらの間にはタッチ電極部１４などと導通する部材を設けず
、絶縁部２０とする。
【００３１】
　タッチ電極部１４や引き出し配線部１６の外縁は金属線１８ａ，１８ｂである。したが
って、絶縁部２０は第１方向αと第２方向βを向きながら蛇行する。ここで、第１方向を
向いた帯状の部分を第１絶縁部２０ａ、第２方向βを向いた帯状の部分を第２絶縁部２０
ｂとする（図３～５）。絶縁部２０は第１絶縁部２０ａと第２絶縁部２０ｂが連続した形
状であり、絶縁基板１２のｘ方向またはｙ方向に延びるように蛇行する。なお、実際の第
１絶縁部２０ａと第２絶縁部２０ｂは非常に微細であるが、金属線１８ａ，１８ｂに比べ
て非常に幅広であるため、帯状と記載する。
【００３２】
　絶縁部２０の一例としては、絶縁基板１２のｘ方向、ｙ方向に対する金属線１８ａ，１
８ｂの角度によって、蛇行する割合を異ならせる（図３（ａ）、（ｂ））。絶縁部２０が
延びる方向が異なっても同様である（図４（ａ）、（ｂ））。また、第１絶縁部２０ａの
幅と第２絶縁部２０ｂの幅が、異なるようにしても良い（図３（ｃ）、図４（ｃ））。さ
らに、絶縁部２０ごとに幅を変更しても良い（図５）。
【００３３】
　絶縁部２０が蛇行する方向が金属線１８ａ，１８ｂの方向と同じであり、絶縁部２０が
目立ちにくくなる。タッチ電極部１４および引き出し配線部１６が視認しにくくなる。タ
ッチスイッチ１０をディスプレイの前面に配置した場合、ディスプレイの表示品位を低下
させにくくなる。
【００３４】
　また、絶縁部２０の幅は、タッチ電極部１４および引き出し配線部１６の金属線１８ａ
，１８ｂ同士の間よりも狭くする。これは、絶縁部２０には金属線１８ａ，１８ｂが無く
、タッチ電極部１４と引き出し配線部１６よりも光透過率が高くなるためである。
【００３５】
　ここで、図６を使用して絶縁部２０の幅を調節するために、タッチスイッチ１０の開口
率について説明する。なお、絶縁部２０は金属線１８ａ，１８ｂを含まないが、説明の便
宜上、絶縁部２０に隣接する金属線１８ａ，１８ｂを含めて開口率を説明する。
【００３６】
　図７に示すように、絶縁部２０において、金属線１８ａ，１８ｂの中心同士の距離（ピ
ッチ）をＷａとＷｂとする。Ｗａは第１絶縁部２０ａを介しており、Ｗｂは第２絶縁部２
０ｂを介している。また、タッチ電極部１４と引き出し配線部１６の金属線１８ａ，１８
ｂのピッチをＰ、金属線１８ａ，１８ｂの幅をＬとする。図６の場合、タッチ電極部１４
と引き出し配線部１６の開口率をＲ１、第１絶縁部２０ａの開口率をＲ２、第２絶縁部２
０ｂの開口率をＲ３とすると、下記の数式で表される。
【００３７】
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【数１】

【数２】

【数３】

【００３８】
　上記の数式１～３を使用して、ｙ方向を向くように形成した絶縁部２０の開口率の例を
表１に、ｘ方向を向くように形成した絶縁部２０の開口率の例を表２に示す。
【００３９】
【表１】

【００４０】
【表２】

【００４１】
　さらに、比較のために従来のタッチスイッチ５０の開口率を求める。従来の絶縁部６０
は直線状である。図８は従来のタッチスイッチ６０の一部分であり、絶縁部６０の幅をＷ
、絶縁基板１２の横方向（または縦方向）に対する金属線５８の角度をθとすると、図８
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に示す。
【００４２】
【数４】

【００４３】
【表３】

【００４４】
　ＷａとＷｂを調節することによって、従来に比べて第１および第２絶縁部２０ａ，２０
ｂの開口率Ｒ２，Ｒ３をタッチ電極部１４などの開口率Ｒ１に近づけることができる。こ
のため、本発明のタッチスイッチ１０は、タッチ電極部１４などが目立ちにくいものであ
った。開口率Ｒ１に対し、開口率Ｒ２やＲ３が従来の開口率Ｒよりも離れる場合があるが
、絶縁部２０が蛇行しているため、従来に比べてタッチ電極部１４などが目立ちにくくな
っている。絶縁部２０が金属線１８ａ，１８ｂと同一方向に蛇行することによって、絶縁
部２０が認識しにくくなるためである。従来に比べて、タッチ電極部１４などの設計の自
由度が高くなり、製造し易くなる。
【００４５】
　ＷａとＷｂの調節の仕方によっては、表１や表２のように開口率を近づけるのが難しい
場合がある。その場合、絶縁部２０に第３金属線１８ｃを設ける（図９）。第３金属線１
８ｃはタッチ電極部１４および引き出し配線部１６には接続されず、絶縁されたものであ
る。第３金属線１８ｃは、タッチ電極部１４や引き出し配線部１６の金属線１８ａ，１８
ｂと同じ材料で、同時に形成される。第３金属線１８ｃは、第１または第２金属線１８ａ
，１８ｂと平行であり、絶縁部２０の中心に配置される。
【００４６】
　具体的には、第３金属線１８ｃは、第１絶縁部２０ａまたは第２絶縁部２０ｂのいずれ
かに設ける（図９（ａ））。また、第３金属線１８ｃを第１絶縁部２０ａと第２絶縁部２
０ｂに設け、連続させる（図９（ｂ））。さらに、第１絶縁部２０ａと第２絶縁部２０ｂ
に別個に第３金属線１８ｃを設けたり（図１０（ａ））、複数の金属線が直列に並ぶよう
にして第３金属線１８ｃを形成したりしても良い（図１０（ｂ））。第３金属線１８ｃを
設けてタッチスイッチ１０の全域の開口率を均一にする。
【００４７】
　図１１のように第２絶縁部２０ｂに第３金属線１８ｃを設けたとする。第３金属線１８
ｃの幅をＬＤ、線長をＷＤとすると、図１１における第２絶縁部２０ｂの開口率Ｒ３Ｄは
数式５のようになる。
【００４８】
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【数５】

【００４９】
　ここで、第１絶縁部２０ａにある第３金属線１８ｃの線長をＷＤａ、第２絶縁部２０ｂ
にある第３金属線１８ｃの線長をＷＤｂとし、数式５を使用した開口率を表４に示す。
【００５０】
【表４】

【００５１】
　第２絶縁部２０ｂに第３金属線１８ｃを設けることによって、絶縁部２０の開口率をタ
ッチ電極部１４などの開口率に近づけることができる。このことは第２絶縁部２０ｂに限
定されず、第１絶縁部２０ａにおいても同様である。タッチスイッチ１０の全域で開口率
がほぼ均一となり、タッチ電極１４および引き出し配線部１６が目立ちにくくなる。
【００５２】
　表４では第３金属線１８ｃの幅を第１および第２金属線１８ａ，１８ｂの幅と同じにし
ているが、第３金属線１８ｃの幅を第１および第２金属線１８ａ，１８ｂの幅と異ならせ
ても良い。
【００５３】
　図９～図１１では絶縁部２０に第３金属線１８ｃを設けたが、タッチ電極部１４や引き
出し配線部１６のように、第３金属線１８ｃで網目形状を形成しても良い。絶縁部２０の
幅が広い場合に第３金属線１８ｃで網目形状を形成し、開口率を調節する。
【００５４】
　また、絶縁部２０に第３金属線１８ｃを設ける以外に、タッチ電極部１４、引き出し配
線部１６、またはその両方にある金属線１８ａ，１８ｂの幅を変化させて、開口率を調節
しても良い。調節される金属線１８ａ，１８ｂは、タッチ電極部１４や引き出し配線部１
６の縁部にある金属線１８ａ，１８ｂであり、第１金属線１８ａと第２金属線１８ｂの少
なくとも１つの幅を変化させる。タッチスイッチ１０の全域の開口率が均一になるように
する。
【００５５】
　さらに、第１金属線１８ａと第２金属線１８ｂの線幅を変化させる以外に、第３金属線
１８ｃの幅を変化させても良い。第１～３金属線１８ａ，１８ｂ，１８ｃの少なくとも１
つの幅を適宜変更して、タッチスイッチ１０の全域の開口率が均一になるようにする。
【００５６】
　以上の説明は、タッチ電極部１４と引き出し配線部１６の第１金属線１８ａがいずれも
第１方向αを向き、第２金属線１８ｂがいずれも第２方向βを向いていたが、第１金属線
１８ａ同士の方向は異なっても良い。また、第２金属線１８ｂ同士の方向は異なっても良
い。すなわち、本願発明は、タッチ電極部１４と引き出し配線部１６において、（１）第
１金属線１８ａの方向と第２金属線１８ｂの方向がいずれも一致する構成、（２）第１金
属線１８ａの方向が異なり、第２金属線１８ｂの方向が一致する構成、（３）第１金属線
１８ａの方向が一致し、第２金属線１８ｂの方向が異なる構成、（４）第１金属線１８ａ
の方向と第２金属線１８ｂの方向のいずれもが異なる構成、（５）上記の（１）～（４）
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【００５７】
　タッチ電極部１４と引き出し配線部１６において、第１金属線１８ａの方向、第２金属
線１８ｂの方向、またはその両方の方向を異ならせても、上記の実施形態と同様に、絶縁
部２０は蛇行される。蛇行する角度は、金属線１８ａ，１８ｂの方向によって変化する。
また、絶縁部２０の幅を調節したり、第３金属線１８ｃを設けたりして、タッチスイッチ
１０の光の透過率が均一になるようにする。さらに、第１金属線１８ａ、第２金属線１８
ｂ、第３金属線１８ｃの少なくとも１つの幅を適宜変更し、光の透過率を調節しても良い
。絶縁部２０の幅が広くなりすぎる箇所には、第３金属線１８ｃを網目状にしても良い。
【００５８】
　タッチスイッチ１０は、ディスプレイの前面に配置することを前提として説明したが、
不透明なタッチデジタイザに適用することも可能である。
【００５９】
　その他、本発明は、その主旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に基づき種々の改良、修
正、変更を加えた態様で実施できるものである。
【符号の説明】
【００６０】
１０：タッチスイッチ
１２：透明基板
１４：タッチ電極部
１６：引き出し配線部
１８ａ，１８ｂ，１８ｃ：金属線
２０，２０ａ，２０ｂ：絶縁部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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